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Ⅰ．東日本大震災への対応と防災対策の充実強化について 
 

 

１．防災・減災対策等の充実強化について 

(1)  消防防災通信基盤整備費補助金(防災行政デジタル無線施設)の維持管理に係る補助制度を確

立すること。 

また、防災ラジオ等の戸別受信代替案や複数メディアを利用したシステム作りの整備、及び維

持管理に係る補助制度についても財政措置を講じること。 

さらに、防災行政無線や戸別受信機等の通信環境の改善を目的とした電波送信出力増強の許可

等を柔軟に対応すること。 

（栃木市、小山市、矢板市） 

 

(2)  緊急防災・減災事業債、防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債及び緊急自然災害防止対策事

業債について、国土強靱化、防災・減災対策の充実強化のため、補助対象の拡充及び要件緩和を

図るとともに、制度の恒久化を図ること。特に、令和７年度までとされている緊急防災・減災事

業債については、令和８年度以降も継続すること。 

（真岡市、大田原市、さくら市） 

 

(3)  国が予定している緊急速報メール配信地域の細分化の実施にあたり、市町村が負担する携帯会

社側のシステム整備費用について、交付税措置等による財政支援を講じること。 

（日光市） 

 

(4)  令和元年東日本台風（台風第１９号）による甚大かつ広範囲への被害を教訓として、緊急防災・

減災事業債の対象範囲に、洪水浸水想定区域からの公共施設の移転等についても含めること。 

（那須烏山市） 

 

(5)  救助資機材搭載消防ポンプ自動車等の無償貸付事業について、都道府県へ毎年１、２台の割り

当てから、台数等の拡充を図ること。 

（真岡市） 

 

２．発災時の支援対策について 

(1) 被災自治体への支援活動を積極的に行えるよう都市自治体の主体的な被災地支援を災害救助法

で明確に位置づけ、支援活動に対し財政措置を拡充するとともに、災害廃棄物の処理に関し、被

災地域において発生した大量の廃棄物を集積していた仮置場の復旧にかかる経費についても国が

全額負担すること。 

(2) り災証明の判定結果については、国費を伴う各種支援と連動していることから、り災証明発行に

伴う住家被害認定調査の経費等も災害救助法の対象項目として支援すること。また、災害救助事

務費については、上限を撤廃し、全額支援すること。 

(3) 被災者生活再建支援法の適用については、「半壊・準半壊・準半壊に至らない（一部損壊）」及び

「床上浸水」等の世帯にも対象を拡大するとともに、生活再建の現状に鑑み、支援金の支給額を

増額すること。 

また、市町村単位で適用される災害救助法及び被災者生活再建支援法については、局地的な自

然災害を含む同一災害により被災した全ての世帯が同様の支援を受けられるよう基準を緩和する

こと。 

（栃木市） 
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３．防災・減災、国土強靭化対策の推進について 

激甚化する風水害や切迫する大規模地震への対策、予防保全型インフラメンテナンスへの転換に

向けた老朽化対策、国土強靭化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等を強力に推進す

るため、「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」に係る予算を拡充すること。 

（下野市） 

 

４．ハザードマップ等のデジタル化について 

生活に密接な防災分野のデジタル化を更に推進し、災害リスク情報等（洪水浸水想定、土砂災害、

津波、火山の警戒区域、避難所情報）の一元化やデータ連携を促進するとともに、災害発生時には、

ＡＩ解析等を活用して、水位情報や道路通行止め情報、避難所の空き状況など、住民のニーズに応

じた情報をワンストップ化するなど、平時・非常時における国の防災情報サイトの機能拡充を図る

こと。 

（足利市） 
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Ⅱ．地方分権改革の推進と都市行財政の充実強化について 

 

１．国・地方税法等の改正について 

(1) ゴルフ場利用税については、その税収の７割が交付金としてゴルフ場所在市町村に交付されてお

り、ゴルフ場関連の財政需要に要する貴重な税源となっていることから、将来にわたって現行制

度を堅持すること。 

（栃木市） 

 

(2) 森林環境譲与税については、森林の管理、維持に経費を要する森林面積が大きい自治体や林業従

事者数が多い自治体へより配分されるよう譲与基準割合、林野率補正方法の見直しを行うこと。 

（鹿沼市） 

 

２．地方交付税について 

(1) 地方交付税は地方固有の財源であることから、国の歳出削減を目的とした総額の一方的な削減は

決して行うべきではなく、地方の財政需要や地方税等の収入を的確に見込むことで必要額を確保

すること。 

（宇都宮市、足利市、小山市、那須烏山市、下野市） 

 

(2) 地方交付税の財源不足については、臨時財政対策債の発行に頼る現行制度を見直し、国において、

交付税原資の不足に対して地方交付税の法定率を引き上げるなどの必要な加算措置を行うこと。 

（宇都宮市、足利市、那須烏山市、下野市） 

 

(3) 公的病院等に対する運営助成等のように、配分額が多額になるものについては、特別交付税措置

から補助金制度への転換など、全額国費負担として措置するよう見直すこと。また、地域の実情

に応じて、公立病院の運営費に係る財政措置を拡充し、地域の中核病院を対象とした直接的な支

援制度を構築すること。 

（大田原市） 

 

３．電源立地地域対策交付金制度の拡充・延長等について 

(1) 本交付金の水力発電施設周辺地域交付金相当部分(水力交付金)は、令和３年度から交付期間を

10 年間の延伸をするなどの制度改正がなされたが、今後も安定的な水力発電を維持する必要性が

あることから、法律に基づく恒久的な措置とすること。 

また、水力発電施設周辺地域交付金が電源地域の振興に果たしてきた役割を正当に評価し、交

付単価を令和２年度を基準とする限度額の上限抑制を撤廃すること。 

（日光市） 

 

(2) 低炭素社会の実現のため、クリーンで安全な再生可能エネルギーである水力発電の重要性を考慮

し、水力交付金の最低保証額の引き上げなど交付条件の改善や事務手続きの簡素化を図ること。 

（日光市） 

 

４．国庫補助負担金について 

  市町村合併や少子化の進展による義務教育施設の統合により廃校となった学校施設について、更

に地域振興のため有効活用できるよう、転用目的が公益的な地域振興拠点などに供する場合は、有

償による貸与・譲渡等においても国庫納付金や学校施設整備のための基金積立てなしで承認される
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ように「公立学校施設整備補助金等に係る財産処分の承認等について(通知) (令和 2年 12 月)」等

に定められている補助金返還諸規定を抜本的に見直すこと。 

（小山市、那須烏山市） 

 

５．地方創生について 

(1) 国は、まち・ひと・しごと創生総合戦略における国の果たすべき役割を着実に実行するとともに、

地方創生推進交付金については、交付金対象事業等の制約を最小限とし、地方の裁量度の高い制

度とすること。 

また、地方版総合戦略に基づく継続事業については、年度当初から複数年度の交付を担保する

こと。 

（事務局、矢板市） 

 

(2) 地方創生実現のためには、地域の活性化につながる施設整備を行うことが必要であるから、地方

創生拠点整備交付金については、長期的な支援を行うこと。 

（矢板市） 

 

６．公共施設の再利用について 

  地方分権の流れの中で閉鎖される国の施設を、地元の県市町村が無償で再利用できるよう柔軟な

対応をすること。 

（栃木市） 

 

７．マイナンバー（社会保障・税番号制度）の導入について 

(1) 行政の効率化と国民の利便性向上を目的としたマイナンバー制度及びマイナンバーカードによ

る利用環境の向上は将来的にも拡大していくことが予測され、その基盤を維持していくためにも、

令和５年度までとされているマイナンバーカード交付事務費補助金の対象期間を延長すること。 

（さくら市） 

(2) マイナンバーカードと運転免許証の一体化に伴い、さらなる利便性の向上を図るため、運転免許

センターにおいてもマイナンバーカードの更新発行を可能とするなど、マイナンバーカードの交

付機関を拡充すること。 

（下野市） 

 

８．テレビ共聴施設の維持管理及び更新に係る支援について 

  地上デジタル放送への移行時に地元住民により設置された共聴施設の維持管理に係る費用及び地

デジ化以前の老朽化した共聴施設の改修や移転、光ファイバケーブル化に係る費用については、地

理的難視地域の多くは高齢化率が高く、資機材等の高騰もあり、地域において、大規模改修に係る

費用を負担することは、極めて困難な状況である。国の責任において、地域によってテレビ受信に

係る負担の格差がないよう、財政支援を講じること。 

（大田原市、那須塩原市） 

 

 

９．地方消費者行政強化交付金について 

  地方消費者行政強化交付金については、これまで国と地方自治体が連携して充実させてきた消費

生活相談等の消費者行政が後退することのないよう、早期に人件費等の財政支援の拡充を図り事業

メニュー、補助率、活用期間等について、地域の実情に応じた取組が可能な制度とすること。 

（矢板市） 
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１０．総合行政ネットワーク回線（ＬＧＷＡＮ）環境整備向上について 

  国が策定した「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を受けて、今後、高度なセキュリティを

持つＬＧＷＡＮ回線網を活用し、クラウド化を図る地方自治体が増えていくものと想定されるこ

とから、全ての地方自治体がＬＧＷＡＮ回線の帯域拡大が可能となるような帯域の確保と、利用

しやすい低廉な価格設定を要望する。 

（宇都宮市） 

 

１１．行政のデジタル化の推進について 

  地方自治体の情報システムの標準化については、自治体の人的・財政的負担が生じることがない

よう、万全の措置を講じること。また、その情報システムの標準化に係る経費について、導入時に

多額の費用を要するため、地方交付税によらず、全額国庫負担とすること。 

また、自治体ごとにシステムの整備状況や更新時期は様々であることから、自治体の意見を聞き

ながら適切に調整するとともに、システム移行については準備に時間を要するため、スケジュール

を含めた早期の情報提供を行い、市区町村ごとの実情に応じた柔軟な対応を可能とすること。併せ

て、システムの仕様については、大都市を含めたすべての市区町村が対応可能なものとすること。 

（矢板市） 

 

１２．自治体テレワークの推進について 

  自治体テレワークの推進は、新型コロナウイルス感染症対策のみならず、業務のデジタル化によ

る効率的な行政運営や働き方改革につながるものであるため、現在、地方公共団体情報システム機

構(J-LIS)及び独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施している実証実験終了後においても、自

治体に対するテレワーク環境の提供を継続するとともに、サービスの提供を無償とするなどの財政

支援を行うこと。 

（大田原市） 

 

１３．地方分権・地域主権改革の推進と都市税財源の充実強化について 

(1) 権限移譲等に伴う税源の移譲に当たっては、地域の実情に見合った実質的な移譲を行うこと。 

その際は、大都市圏特有の行政需要にも十分留意すること。 

（栃木市） 

 

(2) 地域主権改革における地方への権限の移譲事務において、地域の実情にあった特色あるまちづく

り推進のため、特に土地利用関係法令の権限及び税財源の移譲を図ること。 

（矢板市） 

 

(3) 人口減少や少子化・高齢化が進展している中、地方においては、従来から生活機能などの結びつ

きが強い広域行政圏が形成されているが、その圏域内では定住自立圏構想における中心市となり

得る要件に満たないため、定住自立圏共生ビジョンを策定することが不可能となっていることか

ら中心市の要件を３万人程度に緩和すること。 

（矢板市） 
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Ⅲ．教育文化行政の充実強化について 

 

１．学校教育施策の充実について 

(1) 学校運営を円滑化し、教員が子ども一人ひとりに向き合う環境を確保するため、少人数学級編制

や特別支援教育等に対応する教職員定数の拡充や養護教諭、事務職員の配置等の一層の充実を図

るなど、中長期的な教職員定数改善計画を早期に策定し、着実に推進すること。併せて十分な財

政措置を講じること。 

（宇都宮市） 

 

(2) 学習指導要領の確実な実施及び教員が子ども一人ひとりに向き合う時間の確保を目指し、さらに

は働き方改革の観点からも、スクールサポートスタッフの全校配置を継続するとともに、少人数

指導、専科指導、ＴＴ(チームティーチング)指導及び読書指導等を推進するため、更なる加配定

数の充実を考慮した公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を早期に実現すること。また、30 人

を学級編制の標準規模とするよう、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関す

る法律の改正を図るとともに所要の財源措置を講じること。 

（宇都宮市） 

 

(3) 35 人学級への対応に伴い、教職員配置の充実、特別支援教育における専任教員及び公立小学校

における外国語教育に関わる専科教員等の適正配置を図ること。また、教室が不足する状況等を

考慮し、自治体の状況に応じて柔軟な施設整備ができるよう十分な財政措置を講じること。 

（宇都宮市、栃木市、佐野市、矢板市、那須烏山市） 

 

(4) 小学校の少人数学級の導入については、計画通り実施するとともに、中学校の少人数指導につい

ても拡充を進めること。 

（宇都宮市、栃木市、佐野市、矢板市、那須烏山市,事務局） 

 

(5) 学習指導要領の実施に伴う小中学校の年間総授業時数の増加に対応するには、教員の増員が必要

不可欠である。非常勤による対処ではなく、確かな人材として正規の教員を増員すること。 

（栃木市） 

 

(6) 令和２年度からの新しい学習指導要領で導入された小学校の外国語活動及び外国語科について、

ＡＬＴや専科教員の配置等、人材の確保や財政上の支援を制度化すること。 

また、中学校においても同要領にて外国語教育の更なる充実が示されており、ＡＬＴ等の配置に

ついて、小学校同様に制度化すること。 

（下野市） 

 

(7) 栄養教諭及び学校栄養職員の配置においては、食物アレルギー等への対応や学校給食のより一層

の充実と食育の推進を図るため、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する

法律における現行の配置基準を緩和し、多くの学校に栄養教諭及び学校栄養職員を配置すること。 

（栃木市、小山市、下野市） 

 

(8) 学習指導要領の実施に伴う教師用教科書及び教師用指導書等の購入経費について財政措置を講

じること。 

（栃木市） 
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(9) 部活動の地域移行について、地域の実情に応じた移行が可能となるよう、教育課程外の学校教育

活動に地域格差や参加機会の格差が生じないようにする等、所要の財政措置を講じること。 特に、

改革推進期間とされる令和 5 年度からの 3 年間は、全国の多くの自治体が抱える課題を解消し、

できるだけ早期に地域クラブ活動へ移行が図れるよう確実に支援するとともに、受け皿となる団

体や指導者の人材確保が図られるよう、十分な財政措置を講じるほか、移行後も持続可能な自主

運営を担保するため継続した支援を行うこと。さらには、保護者や地域の理解と協力が得られる

よう、より一層、国をあげての広報活動を行うこと。習指導要領の実施に伴う教師用教科書及び

教師用指導書等の購入経費について財政措置を講じること。 

（佐野市・大田原市） 

 

２．公立学校施設等の整備について 

新増築・改築・改修事業を計画的に推進できるよう、学校施設環境改善交付金予算を十分確保す

るとともに、国庫補助の対象拡大、補助率の引上げ、地域の実情に即した単価への見直しなど、財

政支援の拡充を図ること。 

特に、公立学校施設用地の買収における補助要件及び対象の拡充や老朽化対策、トイレ改修及び

空調設置等の大規模改修事業や学校給食施設整備事業等について、多くの市区町村が施設更新時期

を迎えることから、十分な財源を確保し、支援の充実を図ること。 

（さくら市） 

 

３．ＧⅠＧＡスクール構想の実現について 

(1) 多数の端末が接続されても安定的に授業等で利用できる環境整備のため、校内ＬＡＮとインター

ネットを結ぶ高速大容量通信接続環境を提供すること。また、インターネットを利用した教育サ

ービスを通信速度が遅延することなく安定して受けられるよう、それらのサービス提供元に対し

支援すること。 

(2) ＧＩＧＡスクール構想を持続可能なものとするため、国の責任において端末整備完了後における

機器の保守管理及び端末更新時の費用のほか、各種ソフトウェアや統合型校務支援システム等に

係る費用についても、地域の実情に即して、後年度負担も含め、自治体に負担が掛からぬよう、

地方交付税による財源措置ではなく国庫補助の対象とし、継続的かつ十分な財政支援を行うこと。 

(3) 学級数の変動に伴い校内通信ネットワークの追加整備が毎年度発生することから、追加の整備費

用についても補助対象とすること。 

(4) 教育委員会における学校の機器整備、教員への研修等の計画の策定・推進に係る事務費に対する

補助を拡充すること。 

(5) 教職員の「ＩＣＴ機器の活用スキルの向上」及び「ＩＣＴ機器を最大限に活用した授業の推進」

のため、ＩＣＴ機器とその活用方法を熟知しているＩＣＴ支援員の配置に係る経費について、地

方創生臨時交付金の増額なども含め、十分な財政措置を行うこと。 

（宇都宮市、足利市、佐野市、鹿沼市、真岡市、矢板市、下野市） 

(6) ＧＩＧＡスクール運営支援センター等の補助事業については、令和７年度以降も長期的に継続す

ること。 

（小山市） 

 

４．育児短時間勤務への対応について 

児童生徒は学級を基盤に集団生活を送っており、学級担任は一貫して責任ある指導を行う必要が

あることから、育児短時間勤務を実施する学校に対して、新たに加配教員を配置するなど、常勤教

員の増員に努めること。 

（栃木市） 
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５．就学援助費(準要保護援助費)の国庫補助の実施について 

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう教育への機会均等を図

るため、市費単独事業として実施している就学援助費(準要保護援助費)について、国庫補助対象と

するなど、十分な財政措置を講じること。 

（矢板市） 

 

６．文化財保護体制の充実について 

(1) 国宝をはじめとする文化財の維持・補修等の整備費に係る国庫補助金については、文化財が国民

の宝であり、未来永劫残していかなければならない貴重な国民の財産であることを踏まえ、優先

的に予算を確保し、毎年の事業実施要望分の補助金を確実に確保するとともに、さらなる所有者

負担の軽減に向けて、補助率増などの補助拡充や指定区分に関わらない税制上の優遇措置など文

化財保護体制の充実・強化を図ること。 

 

(2) 文化財は国民の貴重な財産であり、これを将来に向けて適切に保護するとともに、貴重な地域の

資源として地域振興等に活用していくとする国の施策に地方が取り組んでいくためには、確実な

保護・管理と活用に向けた専門的な知見を有する人材が必要である。地方での人材確保には財政

的・人材的に限界があるため、国の専門職員の派遣や専門人材の派遣制度など保護・活用に向け

た施策を講じること。 

（日光市） 
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Ⅳ．福祉行政及び地域保健医療対策の充実強化について 

 

 

１．介護保険制度について 

(1) 介護保険制度の充実に向けて、国の責任において必要な財政措置を講じること。併せて、地域支

援事業(総合事業)の実施に係る上限額を廃止し、円滑な事業実施のための財政措置を行うこと。

また、地域特性に応じた質の高い安定したサービスを提供するため、介護人材の確保及び定着に

向けた取組を強化すること。さらに、介護報酬について、新型コロナウイルス感染拡大防止を踏

まえ、サービスの実態に即した適切な金額に設定すること。 

（栃木市、佐野市） 

 

(2) 被保険者の保険料負担を軽減するため、国の法定負担分である介護給付費及び介護予防・日常生

活支援総合事業(地域支援事業)に要する費用の 25％を確実に交付し、各保険者間の所得格差に対

する財政措置は、これまでの調整交付金とは別枠で対応すること。 

（栃木市） 

 

(3) 地域包括ケアシステムがより機能的なシステムとなるように、ボランティアの育成、買い物支援

など新たなサービスづくりや地域住民への普及啓発などを包括的に実施できる助成制度を新設す

ること。 

（栃木市） 

 

２．子育て支援策の充実について 

(1) 子ども医療費助成制度を全国統一の国の制度として創設し、０歳児から 18歳までの医療費を国

の負担によって無料化かつ現物支給するとともに、制度化が図られるまでの間、十分な財政措置

を講じること。その際は、国・都道府県・市区町村の費用負担を明確にすること。 

また、少子化対策及び子育て支援対策として、妊産婦やひとり親家庭医療費助成事業に対する

国庫補助制度を創設すること。 

（宇都宮市、足利市、栃木市、小山市、矢板市） 

 

(2) 保育士確保の地域格差(都市部と地方の自治体間の財政力による保育士処遇の格差)をなくし、保

育士を安定的に確保するため、国において処遇等の統一的な制度を創設すること。また、公定価

格の地域区分について、同じ生活園域において隣接自治体との地域区分に格差が生じている現状

から、安定的な人材の確保や継続的な市民サービスの提供に支障をきたすため、自治体より広い

生活圏域において同一の地域区分にするなど早急に見直すとともに、隣接地域との地域区分差に

配慮し、地域の実情に合わせ弾力的に運用すること。 

（足利市） 

 
(3) 子ども・子育て支援新制度により設けられた、保育標準時間と保育短時間の一元化を図ること。 

（鹿沼市） 

 

(4) 年度途中入所の予約枠を確保した事業者に対する運営費の補填制度を創設すること。 

（鹿沼市） 

 



 

10 

 

(5) 放課後児童クラブを利用する就学援助世帯などの生活に困窮する世帯や多子世帯の経済的負担

を軽減するため、地方自治体が利用料の減免や助成等を行った場合、国においてその減免又は助

成した額に対する補助制度を創設すること。 

（足利市） 

 

(6) 人口減少・少子化問題は、地方自治体の存続に関わる重要な課題であるが、財政基盤の弱いなか

では、大変厳しい状況であることから、学校給食費の無料化に取り組むこと。 

（栃木市、大田原市） 

 

(7) 障がい児への教育・保育に対する支援制度については、幼稚園と保育所、幼稚園と保育所の機能

を持ち合わせた認定こども園と、それぞれ異なる複雑な制度となっている。全ての子どもに質の

高い教育・保育を提供する観点に立ち、補助事業を一本化し特定財源化を図ること。 

（栃木市） 

 

(8) 保育所等の職員配置基準については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準により定められ

ているが、現在の配置基準では安全の十分な確保が難しく、特に乳児や１・２歳児といった意思

疎通の難しい低年齢児は、より多くの職員の対応が必要であることから、保育施設内での事件や

事故が増加傾向にあることも踏まえ、保育の質を確保するため当該基準を見直すこと。また、市

区町村の独自施策により当該基準を上回る職員数を配置している場合については、財政支援を行

うこと。 

（足利市） 

 

 

(9) 子育て短期支援事業については、市町村が児童を保育士等に直接委任することにより介護施設等

で実施が可能となったが、新たに保育士等の設置が必要になる場合もあるため、子ども・子育て

支援交付金制度において人件費等運営費の国庫補助制度を新設すること。 

（栃木市） 

 

(10) 認可外保育施設における安全・安心な保育環境等の維持・向上を図るため、児童福祉法第５９

条に基づく施設への立入調査等を実施するに当たり、施設の協力が得られない場合においても、

実効性のある立入調査等を実施できるよう、裁判所が発する令状等に基づく強制的な立入調査権

限の付与や警察機関の協力義務規定の追加、正当な理由なく施設への立入調査等を拒否した場合

等における保育料無償化対象施設からの除外規定の追加など、法制度を見直すこと。 

（宇都宮市） 

 

３．障害者福祉施策について 

(1) 地域生活支援事業については、国は自治体が支弁した費用の 100 分の 50 以内で補助することが

できるとされているが、実際の補助額は 100 分の 50を大きく下回っている。自治体に超過負担が

生じないよう、100 分の 50 を補助できる財源を確保すること。 

（足利市、大田原市） 

 

(2) 障害児（難聴児、重度心身障害児を除く）への児童発達支援に対する児童発達支援給付費の基準

について、人口規模の小さな市町村では定員１０人程度の児童発達支援センターを設置すること

が想定されることから、小規模な施設にも対応できるよう定員３０人未満の給付費単価を新たに

設定すること。 
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（矢板市） 

 

(3) 障がい者が使用する補装具や日常生活用具の支給等に係る基準額について、基となる国の基準額

が市場価格と乖離する品目については、市場価格に見合った引き上げを講じること。 

（日光市） 

 

４．生活保護、生活困窮者等対策について 

(1) 生活保護制度は、最後のセーフティネットとして全国一律の社会保障制度であることから、生活

保護費の現行の負担割合を改め、自治体負担となっているケースワーカーなどの人件費や事務費

等も含めて、必要な経費は全額国庫負担とすること。 

また、国と地方の負担割合の見直しが行われるまでの間、地方負担を軽減するための財政措置

を講じること。 

（矢板市、那須塩原市） 

 

(2) 全国的に高齢世帯の生活保護受給世帯数が急増している状況を踏まえ、年金制度など社会保障制

度全般のあり方、保護基準や自立支援の見直しを始め、ケースワーク業務の委託化や事務の負担

軽減、簡素化を含めた生活保護制度の再構築に向けて、時代に即した抜本的な改革に取り組むこ

と。 

（矢板市、那須塩原市） 

 

(3) 生活保護の級地制度・級地指定は、市町村合併や地域経済の変化に伴い、各地域の生活水準の実

態と乖離している状況であることから、近隣市町村間でより生活実態に則した指定を行うよう見

直すこと。 

（足利市） 

 

(4) 近年の異常気象等による熱中症予防として、生活保護世帯に対する冷房器具の支給が効果的と思

慮されるため、保護開始時期に関わらず支給対象とするとともに、故障による買い替えや修理も

支給対象とするよう基準を緩和すること。 

（さくら市） 

 

５．国民年金について 

国民年金事務に関し、被保険者の届出等の簡素化を図るため、適用関係事務については、２号被

保険者の資格の喪失により、市区町村における１号被保険者に関する資格取得並びに当該被保険者

の被扶養配偶者の３号被保険者から１号被保険者への種別変更届を省略し、職権適用すること。年

金給付関係事務については、障害基礎年金等の年金請求書の受理等事務を年金事務所に統一し、窓

口の一元化を図ること。 

（矢板市） 

 

 

６．国民健康保険財政措置の拡充及び制度運営の改善等について 

(1) 国民健康保険の被保険者は高齢者が多いことなどから、１人当たりの医療費の増加が続く一方、

低所得者が多いために保険料負担能力は低いという構造的課題を抱えている。また、高齢化の進

展による介護サービス利用者増に伴い、介護納付金が年々増加し、２号被保険者の負担が重くな

っていくことが避けられないほか、近年の高額医薬品の使用等に伴う医療費の急増が国保運営に

おいて新たな課題となっている。さらに、被保険者に占める無職・非正規雇用・外国人世帯の割

合や転出入率が高いこと等により、非常に厳しい保険料徴収の環境下に置かれるなど、都市特有
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の課題に直面している。こうしたことから、定率国庫負担割合の増加や調整交付金の財政調整分

を別枠とするなど、国庫負担を充実させ、国保財政基盤の強化拡充と被保険者の保険料負担軽減

を図ること。特に、低所得者層に対する負担軽減策を拡充・強化するとともに、低所得者を多く

抱える保険者への支援を強化すること。 

（栃木市、佐野市、矢板市） 

 

 

(2) 国民健康保険財政の安定的な運営を維持するため、こども医療費助成制度など各種医療費助成制

度等の地方単独事業実施による療養給付費等負担金、財政調整交付金の減額算定措置を条件なく

全面的に廃止すること。 

また、国の医療費負担率を引き上げること。 

さらに、将来まで安定的に国民皆保険体制を維持することができるよう、さらなる財政支援の

充実・強化を図ること。 

（宇都宮市、足利市、栃木市、日光市、大田原市） 

 

(3) 国民健康保険における子どもの均等割保険料(税)軽減措置導入については、令和４年度から施行

されたところであるが、対象となる子どもの範囲は未就学児に限定され、その軽減割合も 5 割と

されているため、子育て世帯の負担軽減という制度の趣旨に則り、必要な財源を確保したうえで、

対象範囲及び軽減割合の拡充を早急に検討し、軽減措置の強化を図ること。また、出産育児一時

金については、出産費用の見える化を進め、実態に見合った額とすること。 

（宇都宮市、足利市、栃木市、日光市、大田原市） 

 

(4) 国保総合システムの次期更改や運用に当たっては、市町村等保険者に追加的な財政負担が生じな

いよう、引き続き国において必要な財政支援を講じること。 

（事務局） 

 

７．地域医療に対する医師及び看護師の確保対策について 

(1) 新医師臨床研修制度の導入による医師不足への影響や問題点の検証を踏まえ、卒業大学の所在す

る都道府県の中から研修病院を選択する制度、国立の医科大学卒業生による医師不足地域におけ

る一定期間の診療の義務付け、都道府県ごとの臨床研修医募集定員の上限見直しなど、地域医療

に携わる医師を確保できるよう新医師臨床研修制度の抜本的見直しを図ること。 

（栃木市、佐野市、矢板市） 

 

(2) 周産期医療においては、産科医・小児科医等の医師不足が顕著であり、国も医師等の確保や医療

体制の整備等、充実強化に取り組んでいるが、さらに実効性のある総合的な対策が必要である。

このため、産科医・小児科医・看護師等の医療従事者の労働条件の改善を図ること。また、再就

業等の支援を行い、医師等が継続して勤務できる環境を整備すること。 

（栃木市、矢板市） 

 

(3) 周産期医療や小児医療・小児初期救急診療の充実を図るため、産科医・小児科医等の計画的な育

成や確保など、実効性のある施策と十分な財政措置を講じること。 

（栃木市、佐野市、矢板市） 
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(4) 地域医療サービスを安定的に提供するため、産婦人科医や小児科医をはじめとする医師の不足や

地域間・診療科間等の偏在の実態を踏まえ、地域に根差した医師を養成するなど、地域を支える

医師の確保及び偏在の是正に資する即効性・実効性のある施策を早急に講じること。 

（栃木市） 

 

(5) 産婦人科、小児科、救急医療等に携わる医師及び看護師不足の解消のため、女性を含めた医師や

看護師が充実して働くことのできる医療環境の整備、看護師を養成する機会の充実、女性医師及

び看護師の復職を支援する等、早急に医師及び看護師不足に対する抜本的な対策と十分な財政措

置を講じること。 

（栃木市） 

 

 

(6) 産科及び小児科の医師の集約化・重点化については、地域の拠点病院である公的病院等に適切な

配慮を図ること。 

（栃木市） 

 

８．救急医療等について 

  二次救急医療機関の施設整備や、体制の維持に対する財政支援も含めた新たな支援策を講じるこ

と。 

（栃木市） 

 

９．各種予防接種対策等について 

(1) 市区町村の財政基盤や個人の経済状況による格差が生じることのないよう、予防接種法に基づく

定期接種については、国の責任において財源を地方交付税によらず、全額保障する措置を講じる

こと。 

（足利市、栃木市、鹿沼市、小山市、大田原市、矢板市、那須烏山市、下野市） 

 

(2) 帯状疱疹の発症予防のためには、ワクチンが有効とされていますが、接種効果が高いとされる「不

活化ワクチン」は、費用が高額であることから、一定の年齢以上の者に対するワクチンの有効性

と安全性を確認した上で、帯状疱疹ワクチンを予防接種法に基づく定期接種化すること。 

(大田原市) 

(3) 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業について、国が主体的役割を担い、都道府県が広域

的観点から医療従事者確保等の必要な調整を行えるよう支援し、市区町村が実施主体として、円

滑かつ継続的に実施できるよう接種体制を整備すること。 

(4) 新型コロナウイルスワクチン接種事業について、接種完了が長期にわたる場合、令和５年度以降

も含め継続的な財政支援を行うこと。 

（足利市） 

 

１０．特定健康診査の充実について 

  歯周病を予防することは、口腔の健康のみならず、全身の健康につながるものであることから、

特定健康診査の項目に歯周疾患検診を導入すること。 

（栃木市） 

１１．孤独死の対応について 

孤独死者のうち葬祭を行う者がいない遺体は、墓地、埋葬等に関する法律第９条の規定に基づき

市長が葬祭を執行しているが、その葬祭費は遺留物品等の売却等により費用弁償することとなって
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おり、財産等がある場合には相続財産管理人の申立てなど、種々の手続きと事務費用を負担し、そ

の帰属を確定させていることから、負担に係る支援制度を創設すること。 

（栃木市） 

１２．成年後見制度の利用促進に係る財政支援について 

成年後見制度利用促進体制整備推進事業について、実施自治体の財政負担の軽減及び事業の地域

格差解消のため、地方負担を軽減するための財政措置を拡充すること。 

（下野市） 

 

１３．感染症予防に関する物資について 

(1) 医療用物品など、必要な物資が十分に確保できるよう、生産・供給体制の強化を図るとともに、

医療機関の現場ニーズに適切に応えられるように速やかに必要数を確保し供給すること。また、

今後も起こりうる大規模感染症が発生した際に、医療物資及び衛生用品等が不足しないよう、生

産・供給体制の強化を図ること。 

(2) 感染症予防に必要な物資の調達に要する経費については、十分な財政措置を講じることとし、必

要な物資の備蓄ができるよう財政措置を継続すること。 

（足利市） 
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Ⅴ．都市基盤及び生活環境の整備と環境施策の充実強化について 

 

 

１．廃棄物処理対策について 

 循環型社会形成推進交付金について、廃棄物処理施設の更新需要に見合った所要額を確実に確保

すること。また、対象施設や対象事業の拡大、交付率の引き上げを講じる等、制度の充実を図るこ

と。 

(栃木) 

 

２．地球温暖化対策の推進について 

現在，公営企業の脱炭素化については，脱炭素化推進事業債を活用できる地方財政対策がなされ

ており、同事業債の事業期間については地域脱炭素の集中期間の令和７年度までとされているが、

上下水道事業においては，脱炭素化の推進と合わせて，施設・管路等の老朽化対策やライフライン

としての災害対策などに，中長期を見据え計画的に取り組んでいく必要があることから、少なくと

も，温室効果ガスの半減を目標としている令和１２年度まで延長すること。 

（宇都宮市） 

 

３．産業廃棄物処理施設設置に係る地域紛争の予防等について 

  産業廃棄物処理施設設置に伴い、事業者と地域住民又は地域住民同士の軋轢が頻繁に生じること

から、廃棄物処理法に地域住民への事前説明及び住民又は地元自治体の同意を必須条件とするよう

法改正を行うこと。 

（那須塩原市） 

 

４．上・下水道等の整備促進等について 

(1) ライフラインである水道施設の保全のため、老朽化した水道施設の更新や耐震化がより促進され

るよう財政措置の拡充を図ること。特に、生活基盤施設耐震化等交付金については、所要額を確

実に確保するとともに、資本単価、給水人口及び水道料金に係る採択基準を撤廃、または大幅に

緩和すること。 

（さくら市、那須烏山市） 

 

(2) 湖沼、河川の水質浄化対策の強化と事業効率を上げるため、下水道整備事業及び浄化槽設置整備

事業の一層の推進を図ること。 

（大田原市） 

 

(3) 下水道施設は、公衆衛生の向上や公共用水域の水質保全などに寄与する、極めて公共性の高い社

会資本である。このため、水質汚濁防止法では、国の責務として、地方公共団体が実施する生活

排水対策に対し、財政上の援助に努めなくてはならないと明確に示されている。全国的に人口減

少が進む中、施設の新設よりも既存施設・設備の管理、更新を適切に行い、延命化を図ることの

重要性がますます高まるとともに、高度経済成長期以降、急速に整備された下水道施設のストッ

クの老朽化が今後増加していくことは必至であることから、下水道施設の改築・更新、老朽化対

策等に係る十分な財政支援を講じること。 

（佐野市、日光市） 

 



 

16 

 

(4) 汚水処理施設の統廃合による農業集落排水事業の後利用については、地方事務の負担軽減による

効率化を図るため、施設再編を行う全ての自治体が補助金返還を伴わないよう、後利用の使用開

始期間等を含め財産処分等の承認基準の条件緩和をすること。 

（大田原市） 

 

５．道路・街路の整備促進について 

(1) 国道を跨ぐ橋梁の管理については、国による直接管理とし、定期的な点検及び補修工事を実施す

ること。 

（小山市、下野市） 

 

(2) 公共事業の円滑な推進を図るため、租税特別措置法第 70条の６の規定に基づき相続税の納税猶

予を受けている農地について、公共団体が道路整備事業等の公共事業用地として買収する場合の

起業用地に係る相続税の免除措置を講じること。 

（大田原市） 

 

(3) 国の新広域道路交通計画に構想路線として位置付けられた「（仮）つくば・八溝縦貫・白河道路」

は、県域を越えた連携・交流の促進や国土強靱化に大きく貢献し、栃木県東部地域の未来を創る

道路として期待されることから、早期事業化に向けて支援すること。 

（那須烏山市） 

 

６．河川等の治水事業等の推進について 

(1) 「平成２７年９月関東・東北豪雨」及び「令和元年東日本台風」に伴う大雨により浸水被害が発

生した河川における河道整備、排水機場、雨水ポンプ場、調節池、田んぼダムなどの多岐にわた

る抜本的な排水強化対策による流域治水の推進に向けた財政措置を講じること。 

（小山市） 

(2) 令和元年度東日本台風により、浸水被害が発生した河川における河道掘削、河川整備、雨水ポン

プ場、調整池などの多岐にわたる抜本的な排水強化対策を推進すること。 

（栃木市、小山市） 

 

７．まちづくり事業等の推進について 

(1) 民間が所有する廃墟化した大規模施設による地域経済活動への悪影響や、老朽化施設の倒壊等に

よる危険性から市民生活の安全を確保する必要があるものの、多額の費用負担が生じることから、

国の支援制度を利用したとしても、市が取り壊し等を行うことは不可能であるため、国において

直接対応すること。 

（日光市） 

 

(2) ５世代移動通信システム（５Ｇ）については、特に働き手不足に悩む地方部において、移動手段

や医療・介護、農林業、遠隔就労、災害等、生活基盤を担うデジタル技術を活用する上で必須の

インフラとなることが見込まれることから、「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」に基づき、

可能な限り前倒しで整備すること。 

（矢板市） 

 

８．鳥獣の駆除・防除対策について 

野生動物が起因する豚熱（ＣＳＦ）対策が急務であることから、有害鳥獣被害防止対策に係る国

の交付金について、捕獲実績に基づいた交付とするなど市町村の現状に即したものとなるよう見直

すこと。また、捕獲実施者の写真撮影などの事務を簡素化すること。 
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また、野生イノシシに対する経口ワクチン散布補助を自治体の要求どおり確保することなど、国

内で発生しているＣＳＦ対策の強化を図ること。 

（鹿沼市） 

 

９．場外車券売場等の設置について 

自転車競技法・小型自動車競走法における競輪・オートレースの場外車券売場の設置許可の条件

に、地元自治体の同意を必須要件とするよう法改正を行うこと。 

（矢板市） 

 

１０．農政施策について 

(1) 農業農村整備事業の計画的かつ着実な推進について 

ア 農業の成長産業化に向け、高生産性農業を支え、地域の防災・減災力の強化に寄与する農業農

村整備事業を推進すること。 

イ 豪雨等による湛水被害の防止に資する、排水施設の整備、田んぼダムの取組み推進等、流域治

水による国土強靭化を推進すること。 

ウ 地域の共同活動などを支援する日本型直接支払制度(多面的機能支払)を推進すること。 

（小山市、大田原市） 

 

(2) 人・農地プランに位置付けられた、農業担い手に対する農業経営基盤強化資金の貸付当初５年間

の利子助成について、確実に実行出来るよう予算措置するとともに、６年目以降の延長を図るこ

と。 

（鹿沼市） 

 

(3) 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部改正により、機構集積協力金交付事業の経営転換

協力金及び農地整備・集約協力金については大幅に見直しされたが、今後も農地集積を図り農地

中間管理事業を推進していく必要があることから、、新制度を創設等、対応を検討すること。 

（さくら市） 

(4) 主食用米からの転作助成の柱である「水田活用の直接支払交付金」については、令和４年度農林

水産予算概算決定等において「現場の課題を検証しつつ、今後５年間一度も水張りが行われない

農地は交付対象としない方針」が示されたことに加えて、令和５年度予算においては、飼料用米

の３年以上の複数年契約に対する助成について、契約期間中である農業者がいるにも関わらず廃

止され、さらに、令和６年度以降、飼料用米の戦略作物助成の専用品種以外について交付金単価

引き下げる方針が示されるなど、制度の変更が短期間で行われている。また、認定新規就農者を

対象に令和４年度に創設された「経営発展支援事業」では、生産品目の経営準備スケジュールに

よって活用できない事例が見られるなど、生産現場にそぐわない制度になっている。 

こうした短期間での制度変更に対して、農業者からの反対する声は根強く、また，収益減少や

経営計画が見通せないなど、今後の営農継続を不安視する声も寄せられていることから、国にお

いては、新規就農者を含め、農業者が安心して地域農業の維持発展が図れるよう、中・長期的な

視点に立って、将来に展望が持てる農業支援制度を構築し、実施すること。 

（宇都宮市、鹿沼市、那須烏山市） 

 

１１．畜産経営に対する財政支援について 

海上輸送費の上昇や世界的な穀物需要の増加、円安の進行等を要因とした飼料価格の高騰は、畜

産農家の経営に重大な影響を及ぼしている。配合飼料については、価格が継続して上昇する状況下

において、配合飼料価格安定制度では十分な補填を受けることができないほか、牧草については、
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価格の高騰を補填する制度自体が未整備である。また、資料高騰緊急対策事業も継続的なものでは

ないことから、配合飼料価格安定制度の見直しや、牧草に係る新たな支援策の創設、飼料価格高騰

に係る新たな政策の充実など、畜産農家の経営安定に向けた対策を継続的に実行すること。 

（那須塩原市） 

 

１２．社会資本整備総合交付金制度について 

(1) 社会資本整備総合交付金は、地方公共団体にとって、自由度が高く、まちづくりにおいて創意工

夫が活かせる制度として、当交付金の継続的な制度維持を図ること。 

（宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、小山市） 

 

(2) 地方の社会資本整備に欠かすことのできない社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金につ

いては、交付要綱等により国の負担割合(国費率)が規定されているものの、要望額と交付額との

乖離が大きく、市区町村の超過財政負担や、計画的事業執行への支障となっている。ついては、

事業の長期化を防ぎ、計画的な事業執行を図るため、市区町村からの要望額を十分配慮して予算

配分を行い、市区町村が必要とする所要額を確保すること。 

なお、予算配分にあたっては、地方自治体ごとの要望額に対する配分額の割合について、地域

の実情を勘案した適切な配分とすること。 

（宇都宮市、小山市、下野市） 

 

(3) 老朽化し更新が必要となる公園施設が増加していく中で、計画的に施設の更新を推進できるよう、

交付金の事業要件(面積要件２ｈａ以上)を緩和すること。加えて、公園施設長寿命化対策支援事

業について、多大な更新費用が必要となる部材の交換も事業の対象とするとともに、採択基準と

なる最低限度額（事業計画期間における事業の合計国費が 15百万円×計画年数以上）の廃止若し

くは減額をすること。 

（足利市、栃木市） 

(4) 宅地耐震化推進事業の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業における対策工事については、相当数

の宅地や公共施設等への被害を未然に防ぐため、確実かつ緊急的に実施する必要があるが、多額

の費用を要することから，確実に予算を確保し、対策工事を迅速に実施できるよう，補助対象事

業費の上限を引き上げること。 

（宇都宮市） 

 

１３．公共施設や公有財産の維持管理について 

(1) 施設や設備の老朽化が著しい公設市場に対し、施設の修繕に対する補助制度を創設すること。 

（鹿沼市） 

 

(2) 市町村合併等による公共施設の統廃合等の再編を積極的に支援すること。公共施設の再編が円滑

に進むよう、財政措置の期間延長、マニュアルの整備や助言など必要な支援を行うこと。 

また、対象外の施設を設けず、全ての公共施設を対象とすること。 

（栃木市） 

 

(3) 持続可能なまちづくりを進めるためには、質の高い公共サービスの提供を維持しつつ、老朽化が

進行している公共施設の再配置、有効活用、除却等を行っていく必要があることから、公共施設

の再編を促進するために、公共施設の除却費用等への財政支援を拡充すること。 

（真岡市） 
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１４．生活環境等の保全について 

市街地上空において米軍機の低空飛行訓練が頻繁に行なわれていることから、米軍機の低空飛行

訓練の調査と改善を米軍へ働き掛けること。 

（栃木市） 

 

１５．地方創生交付金事業の推進について 

地方創生交付金事業において、施設整備にかかる補助事業の募集を行う際には、早期の情報提供

及び十分な事前相談期間を確保すること。 

（矢板市） 

 

１６．地域経済について 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、厳しい経営状況にある事業者に対する継続的

な給付は必要不可欠であるため、「事業復活支援金」終了後の次期支援策について早期に検討する

こと。 

（大田原市） 

 

１７．交通事業者への支援について 

長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、公共交通の輸送人員や輸送収入は以前のレ

ベルまで今だ回復せず、交通事業者の収益は減少していることから、地域鉄道や路線バスの維持・

確保など、引き続き、交通事業者に対して必要な支援を行うこと。 

（宇都宮市、真岡市） 

 


